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○ 西いぶり広域連合の休日に関する条例 
 

平成 12 年 3 月 28 日 

条 例 第 ２ 号 

 

 （本広域連合の休日） 

第１条 次の各号に掲げる日は、本広域連合の休日とし、本広域連合の機関の執務は、 

 原則として行わないものとする。 

（１） 日曜日及び土曜日 

 （２） 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

 （３） １２月２９日から翌年の１月３日までの日（前号に掲げる日を除く。） 

２ 前項の規定は、本広域連合の休日に本広域連合の機関がその所掌事務を遂行する 

 ことを妨げるものではない。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 


